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今年の原水爆禁止世界大会は、８月３日～５日に広島で国際会議、続いて５日～６

日に世界大会・広島、そして７日～９日に世界大会・長崎が開催されました。

大阪からは各々に１名、６名、３５

２名が参加しました。総計３５８名の

代表団の平均年齢は３８、６歳。１０

代9％、20代33％、30代19％と61％が

若い世代の比率が年々高くなってきて

いることは大変すばらしいことです。

また初参加者は5０％以上で、男女の

比率もほぼ半々と女性の参加者が増え

てきているのが特徴です。

昨年のNPT再検討会議と国際共同行動を中心とした取り組みで、世界が「核兵器禁

止条約の協議の開始」の課題に焦点があてられる重要な情勢が明確になる中での世界

大会でした。

田上富久長崎市長の挨拶や2011年世界大会・長崎決議「長崎からのよびかけ」のな

かでも原発問題が触れられなど、「ノーモア・ヒロシマ、ナガサキ、ヒバクシャ」と

「ノーモア・フクシマ」の関連と区別について理解が深まった大会となりました。

「長崎からのよびかけ」は「核兵器

禁止条約のすみやかな交渉開始を求め

る世界の行動の先頭に立ち、被爆国の

運動にふさわしい役割を果たしましょ

う」と、「核兵器全面禁止のアピール｣

署名運動 ―私たちはすべての国の政

府に、すみやかに核兵器禁止条約の交

渉を開始するよう求めます―を草の根

から進めることを確認。秋の国連総会

や2012年から始まる次期NPT再検討プロ

セスを節目に取り組みを進めることになりました。

国民平和大行進や「海外代表と語ろう―ピースインおおさか」など一連の取

り組みの成功に確信を持って当面秋の「国連軍縮週間」にむけた諸活動を進めていき

ましょう。

全て大阪地裁ですが、裁判内容によっ

て法廷が変わりますのでご注意下さい。

◎9月21日（水）午前10時30分～午後5時

202号法廷

新・却下取り消し訴訟

（三宅さん本人尋問）

義務付け訴訟（第6次）継続

三宅さん訴訟に係る郷地先生

証人尋問

◎10月13日（木）午後1時30分～2時

806号法廷

新・却下取り消し訴訟（第6回）

◎11月29日（火）午前11時30分～12時

806号法廷

新・却下取り消し訴訟（第7回）

大震災・津波被害者救援に全力を
―福島原発事故の放射能被害者救済を
最優先に―原水協は訴えます！


